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第５ 参考資料 

朝霞市防犯推進条例 

    朝霞市防犯推進計画会議委員名簿 

    朝霞市防犯推進庁内連絡会議設置要綱 

    第３次朝霞市防犯推進計画関連条例・規則・要綱等一覧 

    第３次朝霞市防犯推進計画策定経過 
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○朝霞市防犯推進条例 

平成１６年１２月２２日 

条例第２２号 

改正 平成２７年３月２７日条例第１０号 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並び

に市民、事業者及び土地建物所有者等（以下「市民等」という。）の責務を明らかに

することにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、

もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

（１） 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者を

いう。 

（２） 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。 

（３） 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物その他の工作物を所有

し、又は管理する者をいう。 

（基本理念） 

第３条 犯罪のない安心で住みよいまちづくりは、市及び市民等の自らの地域は自らで

守るという連帯意識の下に、それぞれが人権を尊重しつつ、役割を分担し、密接な連

携を図りながら、犯罪を起こさせにくい地域環境づくりを基本として推進するものと

する。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、次に

掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。 

（１） 防犯に関する意識の高揚を図るための広報その他の啓発 

（２） 市民等が行う自主的な防犯に関する活動に対する支援 

（３） 犯罪のない地域社会の実現に向けた環境の整備 

（４） 前３号に掲げるもののほか、防犯に関する必要な事項 
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（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、自ら防犯に関する意識を高め、自主的な防犯に

関する活動の推進に努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、自ら防犯に関する意識を高め、地域における

防犯に関する活動を推進するとともに、その事業活動について、防犯に関する必要な

措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（土地建物所有者等の責務） 

第７条 土地建物所有者等は、基本理念にのっとり、自ら防犯に関する意識を高め、地

域における防犯に関する活動を推進するとともに、その土地又は建物その他の工作物

について、防犯に関する必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 土地建物所有者等は、市が実施する防犯に関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

（推進体制の整備） 

第８条 市は、防犯に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市及び市民等が

相互に連携し、及び協力することができる推進体制を整備するものとする。 

（推進計画の策定） 

第９条 市は、防犯に関する施策を計画的に推進するための計画（以下「計画」という。）

を策定するものとする。 

（防犯推進計画会議の設置） 

第１０条 前条に規定する計画を策定及び検証するため、朝霞市防犯推進計画会議（以

下「推進会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第１１条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。 

（１） 計画の策定に関すること。 

（２） 計画の検証に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 
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（組織） 

第１２条 推進会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 市が関係する団体から推薦された者 

（２） 関係行政機関の職員 

（３） 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第１３条 推進会議に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（任期） 

第１４条 委員の任期は、５年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第１５条 推進会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長とな

る。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ

による。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説

明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（庶務） 

第１６条 推進会議の庶務は、市民環境部地域づくり支援課において処理する。 

（雑則） 

第１７条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が

会議に諮って定める。 

（委任） 

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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附 則 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年条例第１０号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年朝霞市

条例第２号）の一部を次のように改正する。 

別表シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会の項の前に次のように加える。 

防犯推進

計画会議 
委員 日額 8,000円 2,400円 

旅 費 条

例 を 適

用し、市

長 等 の

例 に よ

り 算 出

した額 

実費 2,400円 
1 万

5,000円 
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朝霞市防犯推進計画会議委員名簿 

 

平成２７年５月１９日現在（敬称略） 

団体名 氏名
し め い

 備考 区分 

朝霞警察署少年非行防止 

ボランティア連絡会 金子
か ね こ

 智恵子
ち え こ

 会長 

市が関係する

団体から推薦

された者 

朝霞市ＰＴＡ連合会 久保
く ぼ

 征
せい

次郎
じ ろ う

  

朝霞市自治会連合会 五十君
い そ ぎ み

 欣司
き ん じ

  

朝霞市社会福祉協議会 野本
の も と

 正幸
まさゆき

 副会長 

朝霞市商工会 大橋
おおはし

 千栄子
ち え こ

  

朝霞地区金融機関防犯協力会 加藤
か と う

 一弘
かずひろ

  

朝霞地区保護司会 髙橋
たかはし

 千里
ち さ と

  

朝霞地区学校警察連絡協議会 飯塚
いいづか

 稔
みのる

  

朝霞地区事業所防犯協力会 松尾
ま つ お

 哲
さとし

  

埼玉県宅地建物取引業協会 

県南支部 川端
かわばた

 登
のぼる

  

埼玉県自転車防犯協会朝霞支部 井口
い ぐ ち

 修一
しゅういち

  

朝霞警察署生活安全課 山口
やまぐち

 和哉
か ず や

  
関係行政 

機関の職員 
埼玉県南西部地域振興センター 氏家

うじいえ

 敏
と し

道
みち

  

公募市民 中村
なかむら

 きみ江
き み え

  
公募による

市民 
公募市民 加藤

か と う

 直樹
な お き
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○朝霞市防犯推進庁内連絡会議設置要綱 

（設置） 

第１条 防犯に関する施策を推進するため、朝霞市防犯推進庁内連絡会議（以下「庁内

連絡会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 防犯事業の推進に関すること。 

（２） 防犯に関する情報の交換に関すること。 

（３） 朝霞市防犯推進計画及び朝霞市防犯推進計画実施計画の見直しに関すること。 

（４） その他防犯に関して必要と認められること。 

（組織） 

第３条 庁内連絡会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。 

３ 委員は、別表に掲げる課の課長補佐級の職員をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、庁内連絡会議を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 庁内連絡会議は、必要に応じ委員長が招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 委員長は、庁内連絡会議の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員

を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員から資料の提出を求めるこ

とができる。 

（庶務） 

第６条 庁内連絡会議の庶務は、市民環境部地域づくり支援課において処理する。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会議の運営に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

１ この要綱は、決裁のあった日（平成１８年６月２３日）から施行する。 
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２ 朝霞市防犯推進計画庁内検討会議設置要綱は、廃止する。 

附 則 

１ この要綱は、決裁のあった日（平成１９年４月２７日）から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

財産管理課 

産業振興課 

環境推進課 

長寿はつらつ課 

こども未来課 

保育課 

まちづくり推進課 

道路整備課 

みどり公園課 

教育総務課 

教育指導課 

生涯学習・スポーツ課 

地域づくり支援課 
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第３次朝霞市防犯推進計画関連条例・規則・要綱等一覧 

平成２８年３月末現在 

 

○朝霞市あき地の環境保全に関する条例 

○朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則 

○朝霞市空き家等の適正管理に関する条例 

○朝霞市空き家等の適正管理に関する条例施行規則 

○朝霞市悪質電話被害対策機器購入費補助金交付要綱 

○朝霞市広報紙発行規則 

○朝霞市自主防犯パトロール活動団体に対する謝意の基準 

○朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例 

○朝霞市自転車駐車場設置及び管理条例施行規則 

○朝霞市自転車等放置防止条例 

○朝霞市自転車等放置防止条例施行規則 

○朝霞市商店街街路灯維持管理事業補助金交付要綱 

○朝霞市商店街施設整備事業補助金交付要綱 

○朝霞市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 

（平成２８年４月１日施行予定） 

○朝霞市道路照明施設等の設置に関する基準 

○朝霞市防犯シンボルマーク「彩夏ウボーイ」使用取扱要領 

○朝霞市防犯パトロール隊認定要領 

○朝霞市防犯活動推進補助金交付要綱 

○朝霞市防犯広報紙発行要綱 

○朝霞市防犯推進条例  

○朝霞市防犯推進庁内連絡会議設置要綱 

○朝霞市防犯灯維持管理費補助金交付要綱 

○朝霞市防犯灯設置工事費補助金交付要綱 

○朝霞市防犯カメラ設置工事費補助金交付要綱（平成２８年４月１日施行予定） 

○朝霞市暴力団排除条例 
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第３次朝霞市防犯推進計画策定経過 

 

年 月 日 名  称 概  要 

平成２７年 

４月 

第３次朝霞市防犯推進

計画（素案）の作成 

・第２次朝霞市防犯推進計画を基に、第３

次朝霞市防犯推進計画（素案）を作成 

平成２７年 

４月２０日 

第１回朝霞市防犯推進

庁内連絡会議 

・朝霞市防犯推進庁内連絡会議について 

・委員長及び副委員長の選出 

・第２次朝霞市防犯推進計画（平成２３年

度から平成２７年度）及び第２維持朝霞

市防犯推進計画実施計画（平成２７年度

版）について 

・第３次朝霞市防犯推進計画（素案）につ

いて 

平成２７年 

５月１９日 

第１回朝霞市防犯推進

計画会議 

・委嘱式（委嘱状の交付） 

・会長及び副会長の選出 

・朝霞市防犯推進条例について 

・第２次朝霞市防犯推進計画（現行計画）

について 

・第３次朝霞市防犯推進計画（素案）につ

いて 

平成２７年 

７月３日 

第２回朝霞市防犯推進

庁内連絡会議 

・第３次朝霞市防犯推進計画（原案）につ

いて 

平成２７年 

８月２５日 

第２回朝霞市防犯推進

計画会議 

・第３次朝霞市防犯推進計画（原案）につ

いて 

平成２７年 

９月１８日～ 

１０月１９日 

パブリックコメント 

・市政情報コーナー、地域づくり支援課、

各公共施設、市ホームページにおいて、

第３次朝霞市防犯推進計画（原案）を公

表し、パブリックコメントを実施 

平成２７年 

９月２４日～ 

１０月８日 

職員コメント 
・第３次朝霞市防犯推進計画（原案）に対

する職員からの意見募集を実施 

平成２７年 

１０月２８日 

第３回朝霞市防犯推進

庁内連絡会議 

・パブリックコメント及び職員コメントの

結果について 

・第３次朝霞市防犯推進計画（案）につい

て 

平成２７年 

１１月２７日 

第３回朝霞市防犯推進

計画会議 

・パブリックコメント及び職員コメントの

結果について 

・第３次朝霞市防犯推進計画（案）につい

て 
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